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内閣官房水循環政策本部事務局１． はじめに

このガイドラインは、水循環企業ロゴマーク使用規程

第２条の「水循環企業ロゴマーク」のロゴやカラーなどの

仕様や禁止事項をまとめたものです。

ロゴ使用の基本ルールをまとめた使用規程については、

別資料「水循環企業ロゴマーク使用規程」をご確認ください。
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内閣官房水循環政策本部事務局

本ロゴマークは、本事務局が決定した『「健全な水循環」に関するロゴマーク』

（「水の日」記念行事の「水を考えるつどい」（平成２７年８月１日開催））を基本として作

成しています。

本ロゴマークの基本となっている「健全な水循環」に関するロゴマークは、「水の恩恵、水へ

の親近感、水の大切さなどをイメージさせる」「健全な水循環を象徴する」「国民に親しまれ

る」といったキーワードを軸に、永遠の循環を表す無限(∞)のマークと、雫のフォルム、そし

て水に対する親しみと身近さを表す笑顔が表現されています。

本ロゴマークは、水循環に資する取組を実施している企業であることを事務局が認証したもの

であり、企業が本ロゴマークを使用することで、水循環に資する取組を積極的に継続・推進す

る意思を表明するものであります。

２． デザイン
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【水循環ACTIVE企業ロゴマーク】 【水循環CHALLENGE企業ロゴマーク】
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水循環ACTIVE企業ロゴマークを表示する際は、

指定された色で表示してください。

３． デザインの色・ロゴ

【カラー】

認 証

文字色 C:85  M:52  Y:5  K:0  

書 体 AR P丸ゴシック体M

水循環 ACTIVE

文字色 C:0  M:0  Y:0  K:100  

書 体 AR P丸ゴシック体M

C:85   M:52   Y:5   K:0     

C:75   M:13   Y:46   K:0
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水循環ACTIVE企業ロゴマークを表示する際は、

指定された色で表示してください。

３． デザインの色・ロゴ

文字色 C:0  M:0  Y:0  K:100

書 体 AR P丸ゴシック体M

【モノクロ】

C:0   M:0   Y:0  K:70

C:0  M:0  Y:0  K:100     
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水循環CHALLENGE企業ロゴマークを表示する際は、

指定された色で表示してください。

３． デザインの色・ロゴ

文字色 C:0  M:0  Y:0  K:100 

書 体 AR P丸ゴシック体M

【カラー】 【モノクロ】

C:85   M:52   Y:5   K:0     C:0  M:0  Y:0  K:100     

C:0   M:0   Y:0  K:70C:75   M:13   Y:46   K:0
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４． アイソレーション等

水循環ACTIVE企業ロゴマークを使用する際は、

以下の余白（アイソレーション）を守って使用して下さい。
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４． アイソレーション等

水循環CHALLENGE企業ロゴマークを使用する際は、

以下の余白（アイソレーション）を守って使用して下さい。
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ロゴマークを使用する際は、以下の内容は不可とします。

①基本色の変更

５． 禁止事項 その１

②フチをつける

③単体での使用 ④文字や図形など他要素を重ねる

⑥斜めや変形して使用⑤バランスや配置の変更

株式会社●●
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ロゴマークを使用する際は、以下の内容は不可とします。

⑦縦横比の変更

５． 禁止事項 その２

⑨文字の書体の変更

⑩文字レイアウトの変更

⑧文字の変更

・太さの変更 ・斜体の使用 ・文字に影をつける
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６． さいごに

健全な水循環に資する取組は、国や地方公共団体だけではなく、企業の方々や

国民全体での取組が必要です。

本ロゴマークが広く普及することで、

『「健全な水循環」に関するロゴマーク』が広く知れ渡り、多くの企業の方々や

国民の皆様が健全な水循環に資する取組に関心をもち、また、

小さな取組からでも始めていただく一つの機会になればと考えています。

水循環企業登録・認証制度にご賛同いただき、

水循環に資する取組を実施されている企業の皆様には、

水循環に資する取組を積極的に継続・推進する意思の表明だけではなく、

水循環に資する取組の普及、推進にもつながるよう、

名刺、パンフレット、研修資料、ウェブサイトなどにおいてもご活用ください。
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７． お問い合わせ

【担当部署】

内閣官房水循環政策本部事務局

（国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課内）

〒100-8918

東京都千代田区霞が関２－１－３ 合同庁舎3号館2階

TEL    ： 03-5253-8392（直通） ※ 受付時間： 平日10時から18時まで

E-mail ： hqt-water.corpactive■ki.mlit.go.jp ※ ■を@に置き換えてください。

内閣官房水循環政策本部事務局 企業連携ホームページ：
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/category/mizujunkan_active.html


